
アジンホスメチル (案 )

今般の残留基準の検討については、食品中の農薬等のポジティブ リス ト制度導入時に新

たに設定された基準値 (い わゆる暫定基準)の見直しについて、食品安全委員会において

食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、

以下の報告を取 りまとめるものである。

1.概要

(1)品 目名 :ア ジンホスメチル [Azinphos methyl(ISO)]

(2)用途 :殺 虫斉J

有機 リン系殺虫斉」である。コリンエステラーゼを阻害することによらて殺虫活性を示

す と考えられている。

(3)化学名

,3,4-dihydr0 4 oxo l,2,3 benzotriazin 3 ylmethy1 0 0dimethylメ losphorodithiOate(IUPAC)

α α dimCthyl■ [(4-Ox0 1,2,3 benzotriazin 3(4め yl)methyl]phOsphorOdithiOate (CAS)

(4)構造式及び物性

2.適用の範囲及び使用方法

本剤は、国内では農薬登録がなされていない。

海外での適用の範囲及び使用方法は以下のとお り。

【海外での使用方法 (オーストラリア)】

O

分子式

分子量

水溶解度

分配係数

C10Hl」N303PS2

317 33

33 mg/L(20℃ )

Log10Pow = 2 96

作物名 i適 用病害虫名
使用量 (/100L) 使用

方法

使用

時期200 g/L 350g/L

かんきつ類

rad scale,

soft brown scale,

black or olive scale,

white wax scale,

tortrixaphids,
yellow scale,

lightbrown apple nroth

245 nllン mL

1枚布

収 u

14日

前まで

1:タリ|キ Jn~

oriental fruit moth

lightbrown apple moth

bryobia tnite

pcar and cherry slug

245 nlL 140 1nI′

sirn.Iose scale 245 1nL 110 nl,

r.r)t br)reI 245 ‖〕し

cut-culio beetlc

fLrller's rose wecvil

245

-/190 mし

110

-2SO 1lI′

チェリー

oricntal fruit moLh

lightbrown applc tnoth

bryobia rni te

245 nlI′

pe:rt anrl churt y slug
245 nlL

ブルーベ リー lightbrown apple motlt 2'15111ン

ぶどう

grupevine scale 140 mL

grapevlne scale hawk nrotlr

(Hippotion celerio)

grapevinc moth

(Pha I a t no i cles gl yc i na e)

245 mL

1i ghtbr-owrr :rpple tnoth 215 1nし 140 1nL

fig Tongicotn

elcphant weevil
245 mL

マカダミア

ナシツ

nracadamia nutborer

lruitspotting bug
190 mL

llTa千17日

前まで
(オース トラリア評価書等より)



3.作物残留試験                                            なお、食品安全委員会によつて作成 された食品健康影響評価においては、農産物中

(1)分析の概要              
―                            の暴露評価対象物質としてアジンホスメチル (親化合物のみ)を設定 している。

① 分析対象の化合物

アジンホスメチル                                     (2)基 準値案

別紙 2の とお りである。

② 分析法の概要

試料からアセ トン等で抽出し、シリカゲル等を充てんしたカラムで精製 した後、ガ            各食品について、コーデ ックス基準値の上限まで又は」MPR評価書に記載されている

スクロマ トグラフ (FPD―P)等 を用いて定量する。                          作物残留試験成績等のデータから推定される量のアジンホスメチルが残留 していると

定量限界 0005～ 0 05 mg/kな                                仮定した場合の、国民栄養調査結果に基づく1日 当たり摂取する農薬の量 (推定 1日 摂

取量)を試算 した。

(2)作物残留試験結果                                         下表のとお り食品安全委員会による食品健康影響評価のADIを 超過することから、

海外で実施 された作物残留試験の結果の概要については別紙 1を参照。                  基準値案では、コーデックス基準は参考としないこととした。

4 ADIの 評価

食品安全基本法 (平成 15年法律第 48号 )第 24条第 2項の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたアジンホスメチルに係る食品17/t康 影響評価について、以下のとお

り評lFさ れている。

無毒性量 :0 149 mg/kg体重/day

(動物lJ)     イヌ

(投与方法)   混餌

(試験のII類)  慢性毒性試験

(期間)     1年 間

安全係数 :100

ADI:0 0014 mg/kg体 重/day

5.諸外国における状況

1991年 に JMPRに おける毒性評価が行われ、ADIが 設定されている。国際基 lllは

豆類、いも類、野菜類、呆実類等に設定されている。

米国、カナダ、欧州連合 (EU)、 オース トラリア及びニュージーラン ドについて調

査 した結果、米国においてパセリ、 りんご等に、カナダにおいて柑橘類、仁果類等に、

EUにおいてきゅうり、ナッツ類等に、オース トラリアにおいて柑橘類、仁果類、畜産

物等に、ニュージーラン ドにおいて柑橘類、仁果類等に残留基準が設定されている。

なお、EUにおいては登録が失効 してお り、米国においては 2012年 以降の使用が認

められないと報告されている。

6.基準値案

(1)残留の規制対象

アジンホスメチルとする。

コーデックス基4Lに よる

ED1/ADI(%)υ
国民平均 476

幼イヽり電 (1～ 6カ長) 1074

妊 婦 392

高齢者 (65歳以上) 504
注)」 MPRの評1111中 に個り1の作物残留試験成績がある食lilに ついてはEDI試算、それ以タトの食

編1の うちコーデックス基rll:が ある食171に ついてはTMDI試算を行った。

TMDI・t算 法 :コ ーデックスll準 ×各食1早1の iF均摂取it

E D lilt算 法 :JMPR評 価書中の作4勿残留試験成績の平均値×争食lriの 平均摂取it

比較に月1いたADlは 鮎lil安全委員会の評fllに基づく値 (0 0014 mg/kg tt T1/day)で ある。

(3)暴露評価

各食品について基準値案の上限までアジンホスメチルが残留 していると仮定 した場

合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日 当たり摂取する農薬の量 (理論最大摂

取量(TMDI))の ADIに 対する比は、以下のとお りである。詳細な暴露評価は別紙

3参照。

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工 。調理による残留農薬の増減が全

く無いとの仮定の下に行った。

TMD1/ADI(%)υ
国民平均 267

幼小児 (1～ 6歳 ) 60 1

妊 婦 21 2

高齢者 (65歳 以上) 21.2
注)TMDI試 算は、基準111案 X各食ILの平均摂取f上 の総和として計算している。



(別 紙 1)

(4)本剤については、平成 17年 11月 29日 付け厚生労働省告示第 499号により、食品

一般の成分規格 7に食品に残留する量の限度 (暫定基準)が 定められているが、今般、

残留基準の見直しを行 うことに伴い、暫定基準は削除される。

アジンホスメチル海外作物残留試験一覧表

農作物
根
場

い
圃

最大残留量
に

'

0280～0359k,ai/100L)
2[コ

‐４

一

水和剤
(0072～ 0 277 kg ai/100L)

1216-4676 L/ha 2[コ “
一

グレープ 水和剤
(0072～ 0 277 kg ai/100し )

2回

も も

1400 L/ha 3回 11,28日 :1場A:26

2[ヨ 07,1重 20日

L/ha 0,14,28日

水 |11リ 〔17i421,よ 3ヽ5,42日

4く 1,11

(0 025 0 050 k,: ai/100L)
2000,30(10L/11tl 0,710,1415,2122日

(0 )

0,37.1生 _2128曰

ネクタリン

~ 
水|′イ1

(0075ヽ ぃ、i/1て ,01)
li t L/ha 07,1120日

アプリコット
4、 l Fil

(0 05 0 10 klt● 1/100L)
2500L/1「 0,7.14,3ド |ヽ 日

プルーン (0045～ 0 ドヽ
「

 i/1001)
502850～ 1い OL/ヽ 3 7.ll

う2′ ,

1ヽ 1,11

(0 050 1、 ,: lli/1(|(〕 し)

rilrl.llt:0 0ir

′に,`|,'il

(Oα

“

～O S5
47661、 g i/1(OL)

502.| し/hii 7,14日

50^-100 L/111 3回 714日

水11剤

(0015～ 0 485 kg ai/100L)

7.里 日

L/1',1 ,1ユ |

4く 11剤

(0 Bヽ I、 ,( :ti/1つ 0し )

0,7,11日

水Πげil

(054～ 0 84 kg ai/1001)
2～ 5回 7,11,21日

1111サ ,:('」 ()

1,111i071

ブルーベリー

ぶどう `)()5o l:、
`` /1(〕

()1)

7.14,21,18,35日

(0019ヽ 0 098 ktt ai/100L)

i!i鷺‖‖離せ鮒響lI《IA#i潮1催組誦]羅鵬塀欄は14催1嘉鮮111ま
'

Iら れた場合は その Iた 用 ,1方 ′々々ひli d曰 数について ( )内 に ,記 ,ぬ した.



農薬名      アジンホスメチル (男り糸氏2) ホスメチル (男リネ氏2)

【レモン オレンツ
グレープフィーツ1'I11

【()｀ 1 0 5ill

I〈

'150ヽ
5()220 1卜 l

【032(〕 33,02H〔 )ti l l

lレモン
"|ン

シ
グレープフパー ′1■ 11

1レモ: オt:ジ
グレープ ′■ ソ■■暉11

大豆

小豆類

いも川
ス`ノしよ

クレソン

くさ0ヽ

ピーマン
なす

んどう
らまめ
っかせい

Iオ■いしよ

の他のなす

きゆうり
ぼヽちや

豆順
ンろうり
1-い か

ナのこ

ロンブ預果実
よくわうり

■うれんそう

1也υ)う り■|'1菜
やまいも
こんにやくいも
その他のいもリギi

てんさい
さとうきび

いこス′11(ラ ディッシュを含む)の り(

いこスン

'1(ラ

ディッシュを含む)の■
S:り預′)lJ(

llの 某

オ)さ 0ヾ

ブークラ
しようが
米成熟えんどう
未成 :ン いヽんげん

キ、ベツ
芽キャベツ
ケール
こよつな
きにうな
チングンリーイ
カリフラワー
プロソコリーー

マッシコルーム

いたけ
t0)l\o);!9:)
その他の1だ

みかん

つみかんの果実全体
レモン

ノ`クルベリー

そのlLのベリー 1■果実

その1也 υ)わ .も ら`な千1り 1‐莱

ごぼう
ナルシフ́r~
アーティチコーク
チコリ
エンダイフ
しゆんぎく
レタス
その他のきく科りI菓

たまメaき
ねざ
にスノにく
にら
アスパラガス
1,けざ
その他の211り 科野菜

そ′)f也υ)せ りflり f菓

一　

　

　

　

・

オレンジ(ネープルオレンジを含む)

クレープフルーツ

ライム

そυ)lLの かんきつりll果実

りんご
日本なし
1叫 7羊 なし
、′ルメロ
びわ

セ)t,
ネクタリン
あんず (アフリコットを含tr)

す(,1)(プルーンを含む)

うν)

おうとう(チェリーを含む)

いちご
ラズベリー
ブラックベリー
ブルーベリー
クランベリー

オーストラリア

-7-

λ:どう 1010～ 021/0721,0■ 7】



農薬名      アジンホスメチル (別 紙 2)
(男」発氏3)

アジンホスメチル推定摂取量  (単位 :μ g/人/day)
農 産物名

基準値

案

基 準 it

';1行

録

無
登
有

参考 基 ′に1[

作物残留試験成績等
晰鮮
¨

基iElに

キウィー
パパイヤ
アボカド
パイナップル
グアノ`
ヤンゴー
パッションフルーツ
なつめやし

鰈

¨
その lLの呆

ひまわりのiF子
ビまの1[子
べにばなの11子

“

I実

なたね
その‖1のオイルシード 蒻

栃

:'1lTサ :

0

ざんなん
くり
ペカン
アーモンド
(る み
その他のナシツ願 (,05

分

α

Ю

０

005 オーストラリア l.r.ot,!t.rt l? r'/:7 t,t) )

牛 c7)筋 ′ヽ

1栞 υ)角方ノ1

そのイ也の1生 炒均打千L)|に 属り
‐
る動1勿 の角万内

′卜の脂月ブ,

‖家のЛ旨‖ソj

そのイ也の「111111乳

'■

に|`J~ろ 動4勿 の月精 l」

′卜の‖F力出

豚の肝力|'

そのl_のり:|を哺乳 llRに 属する」力物の月「臓
′
|`σ ハ

:サ

|‖滉

豚の‖卜臓

そのf也の1距 |力‖‖幸LI面 にlrリ
ー
る[日,4勿 の早羊‖出

4=の 食月1部分
‖家の食り1部 分

そのイ山の陸 |ム詢‖千LI11に 属する動物の に用枷:

7L

1吃燥さtlた十の lLの スパイス

食品群
基準値案

(pp口 1)

国民平均
TMDI

幼小児
(1～ 6,級 )

TMl)1

妊婦
TllDI

高齢者

(65歳 以上 )

TMDI

オご 7~■ か スプの 果 実 全 体 2 0 0 0

レ モ 2 0 0 6
一レ一オ ジ

`ネ

=ブルオレジジ給 百:j 1 6

グレープフルーツ 0

ライム 0 0

ぞめ他あがんきち類果実 0 0

ネクタリン 2 0 0

テシア (アプリコットを台む。) 0

デユ:i:てカジニジを合むi‐ り 0 S

う ν 8

五1:[1::K舌三ユ三奎食萱::'
ブルーベ リー

0 0

0 0

ぶどう
′′う神iあデリシli 0 05 0 00 0 0

「 19 l ll 16

川)11ヒ (%) 2(' l 1

TVtlll: J'!ll,'ril"ir'll..lFlJlJlilrl ('Ilrcor,rtical Nlrrxinum Dailv Intal<c)

平成 17イ1111月 29日 厚生労lJll省 告示 ,jJ99'ナ において新しく設定したlt['「 値については、14を つけて示した。



(参考)

平成 17年 11月 29日

平成 20年  9月  9日

平成 21年  5月 28日

平成 22年  9月  9日
平成 22年  9月 14日

答申 (案 )

これまでの経緯

残留農薬基準告示

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知

薬事・食品衛生審議会へ諮問

薬事 。食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

(注1) 「その他のかんきつ類果実」と
は、かんきつ類果実のうち、みかん、な
つみかん、なつみかんの外果皮、なつみ
かんの果実全体、 レモン、オレンジ、グ
レープフルーツ、ライム及びスパイス以
外のものをいう。

(注2)「 そのlLのナッツJ ll」 とは,ナ ッ
ツ以のうち,ぎんなん, くり,ペカン

,

アーモン ド及びくるみ以外のものをい

,。

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員 ]

青木 宙    東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授

生方 公子   北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教1受

○大野 泰雄   国立医薬品食品衛生研究所副所長

尾崎 '博    東京大学大学院農学生命科学研究科教授

加藤 保博   財団法人残留農薬研究所理事

斉藤 貢一   星薬科大学薬品分析化学教室准教授

佐藤 清    財団法人残留農薬研究所理事・化学部長

佐々木 久美子 元国立医薬品食品術生研究所食品部第一室長

志賀 正和   元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長

豊田 正武   実Jnx女子大学生活牟1学部食生活科学科教授

永山 敏廣   東京都健康安全研究センター医薬品部長

松田 りえ子  国立医薬品食品衛生研究所食品部長

山内 明子   日本生活協l・l組合連合会執行役員組織推進本部長

山添 康    東北大学大学院薬学研究科医療某学講座薬物動態学分野教授

吉池 信男   青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授

由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科教授

鰐法1 英機   大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授

(○ :部会長 )

残留基準値




